
           

小金井市議会の会派に関する要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、小金井市議会の会派（小金井市議会基本条例（平成２８年条例

第２３号）第７条に規定する会派をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （会派の届出） 

第２条 小金井市議会議員が、小金井市議会において会派を結成した場合は、会派の

代表者（以下「代表者」という。）は、議長に会派結成届（様式第１号）を速やか

に提出しなければならない。 

２ 会派結成届の内容に異動が生じた場合は、代表者は会派異動届（様式第２号）を

速やかに議長に提出しなければならない。 

３ 会派を解散した場合は、代表者であった者は議長に会派解散届（様式第３号）を

速やかに提出しなければならない。 

４ 議長は、前３項に規定する届出を受理した場合は、市長に会派結成（異動）通知

（様式第４号）により通知しなければならない。 

 

付 則 

 この要綱は、平成２８年８月１日から施行する。 



 

様式第１号（第２条関係） 
年   月   日 

  
 

小金井市議会議長        様 

 

          会派の名称 

          代表者氏名 

 

会派結成届 

 

会派を結成したので、小金井市議会の会派に関する要綱第２条第１項の規定により、

下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

会派の名称  

代表者氏名  

結成年月日     年  月  日 所属議員数  人 

役員構成  

幹  事  長 

副 幹 事 長 

経 理 責 任 者 

所属議員氏名 

１                 ６ 

２                 ７ 

３                 ８ 

４                 ９ 

５                 １０ 

 



様式第２号（第２条関係） 

 年   月   日  

 

 

小金井市議会議長         様 

 

                      会派の名称 

                      代表者氏名 

 

会派異動届 

 

 会派結成届の内容に異動が生じたので、小金井市議会の会派に関する要綱第２条第２

項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

                   記 
 

区 分 変 更 前 変 更 後  

会 派 の 名 称          

代 表 者 氏 名   

経理責任者氏名   

所 属 議 員 数        人 人 

所属議員氏名        

  

その他変更事項 

（幹事長、副幹事長等

の変更） 

  

変 更 日     年   月   日 

  
 

                                                                                



様式第３号（第２条関係） 

年   月   日 

 

 小金井市議会議長        様 

会派の名称            

代表者氏名            

会派解散届 

 小金井市議会の会派に関する要綱第２条第３項の規定により、下記のとおり届け出ま

す。 

記 

 １ 解散した会派の名称 

 

 ２ 会派の解散年月日               年   月   日 

 



様式第４号（第２条関係） 

 

小 発第  号 

年  月  日 

 

 

 小金井市長         様 

 

 

小金井市議会議長         公印 

 

 

会派結成（異動）通知 

 

会派から別紙のとおり届出がありましたので、小金井市議会の会派に関する要綱第

２条第４項の規定により、通知します。 

 

 

 

 


